
日�

時
　
７
月
13
日
㈪
～
８
月
６
日
㈭

18
時
～
19
時
40
分
（
金
・
土
・
日

曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

場�

所
　
北
海
道
立
室
蘭
高
等
技
術
専

門
学
院
（
室
蘭
市
み
ゆ
き
町
２
丁

目
９

－

５
）

対�

象
　
業
務
上
、
エ
ク
セ
ル
の
基
本

的
な
ス
キ
ル
が
必
要
な
方

内�

容
　
パ
ソ
コ
ン
入
門
（
エ
ク
セ
ル

基
礎
）

定�

員
　
15
人
（
申
し
込
み
順
）

テ�

キ
ス
ト
代
　
約
１
千
円

申�
し
込
み
　
６
月
１
日
㈪
か
ら
19
日

㈮
ま
で
に
同
学
院

�

（
☎
�
７
８
２
０
）

道
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会
に
提

出
問
い
合
わ
せ
　
消
防
本
部
総
務
Ｇ

�

（
☎
�
９
６
１
１
）

対�

象
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

申�

込
期
限
　
８
月
21
日
㈮

試�

験
日
　
８
月
29
日
㈯
～
31
日
㈪
の

い
ず
れ
か
１
日

問�

い
合
わ
せ
　
自
衛
隊
札
幌
地
方
協

力
本
部
室
蘭
地
域
事
務
所

�

（
☎
�
９
５
３
３
）

◇�

①
消
防
設
備
士
試
験
、
②
危
険
物

取
扱
者
試
験
　

試�

験
日
　
７
月
19
日
㈰

場�

所
　
苫
小
牧
市
な
ど

内�

容
　
①
甲
種
特
類
、
甲
種
（
第
１

～
５
類
）
、
乙
種
（
第
１
～
７

類
）
、
②
甲
種
・
乙
種
（
第
１
～

６
類
）
、
丙
種

受
験
願
書
受
付
期
間
　

・・�

書
面
…
６
月
12
日
㈮
～
19
日
㈮

・・�

電
子
…
６
月
９
日
㈫
～
16
日
㈫

※�

願
書
は
消
防
本
部
や
消
防
署
、
各

消
防
支
署
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

※�

電
子
申
請
に
つ
い
て
は
、
消
防
試

験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

日
時
・
区
分
　

○�

一
般
…
７
月
１
日
㈬
９
時
30
分
～

12
時
30
分

○�
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
…
７
月
１
日
㈬
13

時
30
分
～
16
時
30
分
、
７
月
２
日

㈭
９
時
30
分
～
12
時
30
分

○�

給
油
取
扱
所
…
７
月
２
日
㈭
13
時

30
分
～
16
時
30
分

場�

所
　
市
民
会
館

申�

し
込
み
　
受
講
希
望
日
の
10
日
前

ま
で
に
、
消
防
本
部
・
消
防
署
・

各
消
防
支
署
に
備
え
付
け
の
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
北
海

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
消
防
本
部
総
務
Ｇ

�

（
☎
�
９
６
１
１
）

能
力
開
発
セ
ミ
ナ
ー

自
衛
官
候
補
生
を
募
集
し
て
い
ま
す

令
和
２
年
度

第
２
回
消
防
設
備
士
試
験

第
３
回
危
険
物
取
扱
者
試
験

令
和
２
年
度
第
１
回
危
険
物

取
扱
者
保
安
講
習

２０２０年登別市市制施行5０周年記念

　市は、登別市の良好な景観や豊かな
みどりを、多くの方に紹介するととも
に次の世代へ残していくため、登別市
の魅力を伝える景観とみどりの写真を
募集しています。
▶募集テーマ　
　『のぼりべつの景観とみどり』
※作品の応募は一人２点まで。
▶募集期限　６月30日㈫
※�作品の規格や応募方法
など、詳しくは市公式
ウェブサイトをご覧く
ださい。
▶�問い合わせ　のぼりべつ景観・みど
りフォトコンテスト実行委員会事務
局（都市政策グループ内・☎�３２
３０）

耐震診断に補助金を交付します
　木造住宅や一定規模の建築物への耐震診断実施に要する費用の一部を、建築物の所有者に補助
します。ただし、予算額を超える申し込みがあったときは選考を行う場合があります。

◎木造住宅に対する補助
○補助の主な条件
・・�一戸建て住宅か併用住宅であること
・・�地上２階建て以下の在来軸組工法であること
・・�所有者が居住する住宅であること
・・�昭和56年５月31日以前に着工した住宅であるこ
と
・・�建築基準法その他の関係法令に違反がないこと
・・�市税の滞納がないこと
・・�暴力団員、暴力団関係事業者でないこと
○補助額
・・補助対象費用の３分の２（限度額５万円）
※�地上２階建て以下、延床面積が500平方㍍以下
の木造住宅で所有者または居住者が希望すると
きは、北海道が無料耐震診断を実施しています。
詳しくは、胆振総合振興局建設指導課（☎㉔９
５９４）まで問い合わせください。

◎一定規模の建築物に対する補助
○補助の主な条件
・・�耐震改修促進法で定める特定既存耐震不適格建
築物であること

・・�昭和56年５月31日以前に着工した建築物である
こと

・・�建築基準法その他の関係法令に違反がないこと
・・�市税の滞納がないこと
・・�暴力団員、暴力団関係事業者でないこと
○補助額
・・補助対象費用の３分の２（限度額200万円）

▶�申込期限　木造住宅…10月30日㈮、一定規模の
建築物…８月31日㈪

▶�申し込み　建築住宅グループに備え付けの意向
確認書に必要事項を記入し、図面などを持参の
上、建築住宅グループに提出

問い合わせ
　建築住宅グループ（☎�４３９９）

のぼりべつ景観・みどり
フォトコンテスト

9  ２０２０．６月号  くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ
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